
令和 8 年度鰺ヶ沢町職員採用試験要綱 
 

１ 職種・採用予定人員・受験資格 

（注１）次のいずれかに該当する者は受験できません。 

ア　日本国籍を有しない者 

イ　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ　鰺ヶ沢町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

エ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
（注２）上級試験の受験資格を有する者は、初級試験を受験できません。 
 

２ 試験日及び場所等 

(１) 第１次試験 

＜上級（一般行政、土木、建築）、学芸員＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

◆受験期間　　４月２3 日（木）～６月１3 日（土）まで 

　　　　　　　※パーソナリティ検査（OPQ）は 5 月 29 日（金）までに受験が必要です。 

◆受験日時　　上記期間のうち受験者が選択する日時 
◆受験会場　　全国に設置されるテストセンターから、受験者が選択する会場 

（※会場に設置しているパソコンで受験） 
（※パーソナリティ検査は自宅 PC 又はスマートフォン等で受験） 

 試 験 職 種 採用予定 受　　験　　資　　格

 

上級一般行政 若干名
平成 11 年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期

大学を除く）卒業以上又は令和 9 年３月３１日までに卒業見込みの者。

 

上級土木 若干名

平成 8 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期

大学を除く）卒業以上又は令和 9 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者

で、土木に関する専門課程を修めた者。

 

上級建築 若干名

平成 8 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期

大学を除く）卒業以上又は令和 9 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者

で、建築に関する専門課程を修めた者。

 

学芸員 若干名

平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期
大学を除く）卒業以上又は令和 9 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者
で、学芸員の資格を有する者または取得見込の者。

 
初級一般行政 若干名

平成 15 年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による高等学校卒

業又は令和 9 年３月３１日までに卒業見込みの者。

 

初級土木 若干名

平成 15 年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による高等学校卒

業又は令和 9 年３月３１日までに卒業見込みの者で、土木に関する専

門課程を修めた者。

 

初級建築 若干名

平成 15 年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による高等学校卒

業又は令和 9 年３月３１日までに卒業見込みの者で、建築に関する専

門課程を修めた者。

特別な公務員試験対策が不要な、「C-GAB plus」(知的能力及びパーソナリティ検査) によ

り実施します。 

 

（鰺ヶ沢町採用情報） エントリーはここから 



 

 

 

＜初級（一般行政、土木、建築）＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

◆試験日及び場所　9 月２0 日（日）　 鰺ヶ沢町役場 

◆試験科目　　　　初級一般行政　　　教養試験、事務適性検査、性格特性検査、職場適応性検査 

◆　　　　　　　　初級土木・建築　　専門試験、事務適性検査、性格特性検査、職場適応性検査　 

 

  (２) 第１次試験の合格発表等 

＜上級（一般行政、土木、建築）、学芸員＞　  

◆６月下旬頃に受験者全員に郵送で書面通知します。 

＜初級（一般行政、土木、建築）＞　　　　 

◆10 月上旬頃に受験者全員に郵送で書面通知します。 

 

(３) 第２次試験の日程 

＜上級（一般行政、土木、建築）、学芸員＞　  

◆第 1 次試験合格者に詳細を通知します。 ※試験は 7 月中旬を予定しています。 

＜初級（一般行政、土木、建築）＞　　　 

　　　◆第 1 次試験合格者に詳細を通知します。 ※試験は 10 月下旬を予定しています。 

 

(４) 第２次試験の合格発表 

＜上級（一般行政、土木、建築）、学芸員＞　 

　　◆７月下旬に受験者全員に書面で通知します。 

＜初級（一般行政、土木、建築）＞ 

◆１1 月上旬に受験者全員に書面で通知します。 

 

３ 試験の科目及び所要時間 

＜第１次試験＞ 

 

 

 職種 試験項目 時間 内　容

 

上級（一般行政、

土木、建築）、 
学芸員 

Ｃ-ＧＡＢ 
plus

性格適性 
（パーソナリ

ティ）検査

約 20 分

職務に関連する必要な適性の検査 

※事前に自宅のパソコン等で受験し

ます。

 
知的能力検

査
40 分

職務遂行に関する能力（言語理解、計

数理解、英語理解での論理的思考力や

頭の回転の速さなど）の検査

 職種 内　容

 
初級（一般行政）

教養試験 

40 題（2 時間）

（共通） 

事務適性検査　　100 題（10 分） 

性格適性検査　　150 題（20 分） 

職場適応性検査　150 題（20 分）

 
初級（土木・建築）

専門試験 

30 題（1 時間 30 分）

第 1次試験「Ｃ-ＧＡＢ plus」の受験会場は、申込者の状況によっては希望する会場や日

時で受験できない場合がありますので、受験案内後お早めに受験登録をお願いします。 



＜第２次試験＞　　 

試験内容　　全職種で面接試験（Ⅰ、Ⅱ）を実施　※同一日に個人面接試験を 2 回実施（予定） 

実施時期　　＜上級（一般行政、土木、建築）、学芸員＞ 

◆７月中旬頃に、鰺ヶ沢町役場で実施 

　　　　　　　　　＜初級（一般行政、土木、建築）＞ 

◆10 月下旬頃に、鰺ヶ沢町役場で実施 

 

４ 受験手続 

　＜上級（一般行政、土木、建築）、学芸員＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【受付期間】４月２3 日（木）～５月２6 日（火） 

①「マイナビ 2027」で鰺ヶ沢町にエントリーをお願いします。エントリー後に、順次エントリーシ

ートの提出を依頼しますので、マイナビサイト内より提出をお願いします。 

※最新学歴の登録の際の「卒業時期」について、既卒者の方は最も近い時期を選択してください。 

② エントリーシートの受付後に、第 1 次試験「C-GAB plus」の受験案内を順次メールでお知らせ

しますので、記載している URL にアクセスし画面に従い受験会場・日時を予約してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜初級（一般行政、土木、建築）＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【受験申込書請求方法】 

○　鰺ヶ沢町役場 総務課人事班で配布 

○　鰺ヶ沢町ホームページ（ https://www.town.ajigasawa.lg.jp/ ）よりダウンロード 

 

【受験申込書提出方法】 

○　受験申込書に必要事項を記入し提出して下さい.。 

○　直接持参する場合は、総務課人事班に提出して下さい。 

○　郵送により提出する場合は、封筒の表に「採用試験申込」と記入し、総務課人事班宛に送付して下さい。 

○　受験票は後日郵送します。 

 

【受付期間】 

7月1日（水）～ 7月２９日（水） 

（郵送の場合は、受付期間末日の消印に限り有効） 

※受付時間は、午前8時15分から午後5時00分まで。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く） 

 

 

 

第 1次試験「Ｃ-ＧＡＢ plus」の受験会

場は、申込者の状況によっては希望する

会場や日時で受験できない場合があり

ますので、受験案内後お早めに受験登録

をお願いします。 

（鰺ヶ沢町採用情報） エントリーはここから 

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp271820/outline.html 

 

https://www.town.ajigasawa.lg.jp/


５ 合格から採用まで 

〇　第１次試験の合格者は、第１次試験合格者名簿に登載され第２次試験を行い、その中から試験合

格者が決定されます。第 2 次試験合格により採用候補者名簿に登載されます。採用候補者名簿に登

載されても採用になるとは限りません。なお、採用候補者名簿の有効期限は、原則として１年です。 

〇　採用の時期は令和 9 年４月１日以降となります。 

〇　最終合格者であっても、必要な学歴・資格を取得できなかった場合、採用までに公務員としてふ 

さわしくない行為があった場合には採用されないことがあります。 
 

６ 給与・勤務条件等 

　　〇　基本給月額（初任給　令和 8 年４月１日現在） 

　　　　　◇一般行政職、土木、建築 

大学卒業程度　　月額　２３７，６００円程度 

高校卒業程度　　月額　２０６，７００円程度 

　　　　　◇学芸員 

大学卒業程度　　月額　２３７，６００円～２４５，８００円程度 

 

　　　※職歴等がある場合は、経験年数を加算して初任給が設定されます。 

 

　　〇　諸 手 当　6 月及び１２月に期末・勤勉手当、１１月～３月に寒冷地手当が 

支給されるほか、支給要件に応じて扶養手当、通勤手当、住居手当等が 

支給されます。 

　　〇　勤務時間　午前８時１５分から午後５時まで（休憩時間を含む）の７時間４５分 

　　〇　休暇制度　年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、産前産後休暇、育児休業等 

 

７ 試験結果の開示について（試験不合格者のみ） 

この試験の結果については、口頭による請求をすることができます。受験者本人が （代理人不可）

が本人であることを証明する書類 （マイナンバーカード、運転免許証、学生証、旅券等）を持参のう

え、午前 8 時 30 分～午後 4 時までの間に、鰺ヶ沢町総務課まで直接お越しください。 

※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。　 

※電話、はがき等による開示請求はできません。 

※開示は合格発表の日から起算して約 1 ヶ月となります。 

 

8　試験についての問合せ 

この試験の詳細については、鰺ヶ沢町役場総務課人事班へお問合せ下さい。 

　〒038－2792　青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸 321　 

　　　　　　　　 　電話 0173－82－0913 

メールアドレス　jinji@town.ajigasawa.lg.jp

mailto:jinji@town.ajigasawa.lg.jp

